
 
防

府

市

景

観

条

例

施

行

規

則

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

防

府

市

長 
 

松 

浦 

正 

人 
 

 
 

 

     

防

府

市

規

則

第

三

十

号



 
 

 

防

府

市

景

観

条

例

施

行

規

則 
目

次 

 

第

一

章 

総

則

（

第

一

条

・

第

二

条

） 

 

第

二

章 
景

観

法

に

基

づ

く

行

為

の

規

制

等

（

第

三

条

―

第

十

二

条

） 

 

第

三

章 

景

観

重

要

建

造

物

等

（

第

十

三

条

―

第

二

十

条

） 

 

第

四

章 

景

観

審

議

会

（

第

二

十

一

条

―

第

二

十

七

条

） 

 

第

五

章 

雑

則

（

第

二

十

八

条

） 

 

附

則 

  
 

 

第

一

章 

総

則 

（

目

的

） 

第

一

条 

こ

の

規

則

は

、

景

観

法

（

平

成

十

六

年

法

律

第

百

十

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

及

び

防

府

市

景

観

条

例

（

平

成

二

十

四

年

防

府

市

条

例

第

三

十

九

号

。

以

下

「

条

例

」

と

い

う

。

）

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

（

工

作

物

） 



第

二

条 

条

例

第

二

条

第

三

号

に

規

定

す

る

規

則

で

定

め

る

工

作

物

は

、

次

に

掲

げ

る

も

の

と

す

る

。 

 

一 
擁

壁

、

堤

防

、

護

岸

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

も

の 

 

二 

門

、

塀

、

垣

、

柵

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

も

の 

 

三 

煙

突

、

排

気

塔

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

も

の 

 

四 

鉄

筋

コ

ン

ク

リ

ー

ト

造

の

柱

、

鉄

柱

、

木

柱

、

ア

ン

テ

ナ

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

も

の 

 

五 

広

告

塔

、

広

告

板

、

装

飾

塔

、

物

見

塔

、

記

念

塔

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

も

の 

 

六 

高

架

水

槽

、

冷

却

塔

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

も

の 

 

七 

彫

像

、

記

念

碑

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

も

の 

 

八 

乗

用

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

又

は

エ

ス

カ

レ

ー

タ

ー

で

観

光

の

た

め

の

も

の 

 

九 

ウ

ォ

ー

タ

ー

シ

ュ

ー

ト

、

コ

ー

ス

タ

ー

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

高

架

の

遊

戯

施

設 

 

十 

メ

リ

ー

ゴ

ー

ラ

ウ

ン

ド

、

観

覧

車

、

オ

ク

ト

パ

ス

、

飛

行

塔

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

回

転

運

動

を

す

る

遊

戯

施

設

で

原

動

機

を

使

用

す

る

も

の 

 

十

一 

コ

ン

ク

リ

ー

ト

プ

ラ

ン

ト

、

ア

ス

フ

ァ

ル

ト

プ

ラ

ン

ト

、

ク

ラ

ッ

シ

ャ

ー

プ

ラ

ン

ト

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

製

造

施

設 

 

十

二 

石

油

、

ガ

ス

、

液

化

天

然

ガ

ス

、

穀

物

、

飼

料

等

を

貯

蔵

し

、

又

は

処

理

す

る

施

設 



 

十

三 

汚

水

処

理

施

設

、

汚

物

処

理

施

設

、

ご

み

処

理

施

設

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

処

理

施

設 

 
十

四 

自

動

車

車

庫

の

用

に

供

す

る

立

体

的

な

駐

車

施

設

又

は

自

転

車

そ

の

他

駐

車

施

設 

 

十

五 
高

架

道

路

、

高

架

鉄

道

、

橋

り

ょ

う

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

も

の 

 

十

六 

太

陽

光

を

電

気

に

変

換

す

る

た

め

の

設

備

及

び

太

陽

熱

を

給

湯

、

暖

房

そ

の

他

の

用

途

に

利

用

す

る

た

め

の

設

備

（

以

下

「

太

陽

光

発

電

設

備

等

」

と

い

う

。

）

で

建

築

物

以

外

の

も

の 

 

十

七 

電

気

供

給

又

は

有

線

電

気

通

信

の

た

め

の

電

線

路

又

は

空

中

線

の

支

持

物 

 

十

八 

日

よ

け

、

雨

よ

け

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

も

の 

 

十

九 

自

動

販

売

機 

 

二

十 

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

良

好

な

景

観

の

形

成

に

影

響

が

あ

る

と

認

め

、

市

長

が

指

定

す

る

も

の 

第

二

章 

景

観

法

に

基

づ

く

行

為

の

規

制

等 

（

行

為

の

届

出

） 

第

三

条 

法

第

十

六

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

届

出

は

、

景

観

計

画

区

域

内

行

為

届

出

書

（

第

一

号

様

式

）

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。 

２ 

条

例

第

十

条

の

規

則

で

定

め

る

図

書

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

行

為

の

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

に

定

め

る

図

書

と

す

る

。 



 
一 

法

第

十

六

条

第

一

項

第

一

号

に

掲

げ

る

行

為 

届

出

行

為

説

明

書

（

建

築

物

）

（

第

二

号

様

式

） 

 

二 
法

第

十

六

条

第

一

項

第

二

号

に

掲

げ

る

行

為 

届

出

行

為

説

明

書

（

工

作

物

）

（

第

三

号

様

式

） 

 

三 

法

第

十

六

条

第

一

項

第

三

号

に

掲

げ

る

行

為 

届

出

行

為

説

明

書

（

開

発

行

為

）

（

第

四

号

様

式

） 

（

行

為

の

変

更

の

届

出

） 

第

四

条 

法

第

十

六

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

変

更

の

届

出

は

、

景

観

計

画

区

域

内

行

為

変

更

届

出

書

（

第

五

号

様

式

）

に

、

景

観

法

施

行

規

則

（

平

成

十

六

年

国

土

交

通

省

令

第

百

号

。

以

下

「

省

令

」

と

い

う

。

）

第

一

条

第

二

項

に

掲

げ

る

図

書

の

う

ち

、

当

該

変

更

に

係

る

図

書

を

添

付

し

て

行

う

も

の

と

す

る

。 

（

適

合

の

通

知

） 

第

五

条 

条

例

第

十

一

条

に

規

定

す

る

通

知

は

、

景

観

計

画

区

域

内

に

お

け

る

行

為

制

限

の

適

合

通

知

書

（

第

六

号

様

式

）

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。 

（

勧

告

） 

第

六

条 

法

第

十

六

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

勧

告

は

、

勧

告

書

（

第

七

号

様

式

）

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。 

（

変

更

等

命

令

） 

第

七

条 

法

第

十

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

変

更

等

の

命

令

は

、

変

更

命

令

書

（

第

八

号

様

式

）

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。 



（

期

間

延

長

の

通

知

） 
第

八

条 

法

第

十

七

条

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

通

知

は

、

期

間

延

長

通

知

書

（

第

九

号

様

式

）

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。 

（

原

状

回

復

等

命

令

） 

第

九

条 

法

第

十

七

条

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

原

状

回

復

等

の

命

令

は

、

原

状

回

復

等

命

令

書

（

第

十

号

様

式

）

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。 

（

報

告

） 

第

十

条 

条

例

第

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

報

告

の

う

ち

、

勧

告

又

は

命

令

に

対

す

る

報

告

は

、

報

告

書

（

第

十

一

号

様

式

）

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。 

（

身

分

証

明

書

） 

第

十

一

条 

法

第

十

七

条

第

八

項

に

規

定

す

る

立

入

検

査

又

は

立

入

調

査

を

す

る

も

の

の

身

分

を

示

す

証

明

書

は

、

身

分

証

明

書

（

第

十

二

号

様

式

）

に

よ

る

も

の

と

す

る

。 

（

完

了

等

の

届

出

） 

第

十

二

条 

条

例

第

十

五

条

の

規

定

に

よ

る

完

了

又

は

中

止

の

届

出

は

、

景

観

計

画

区

域

内

行

為

完

了

等

届

出

書

（

第

十

三

号

様

式

）

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。 



第

三

章 

景

観

重

要

建

造

物

等 
（

景

観

重

要

建

造

物

等

の

指

定

の

提

案

） 

第

十

三

条 
省

令

第

七

条

第

一

項

（

同

条

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

提

案

書

は

第

十

四

号

様

式

に

よ

る

も

の

と

し

、

省

令

第

十

二

条

第

一

項

（

同

条

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

提

案

書

は

第

十

五

号

様

式

に

よ

る

も

の

と

す

る

。 

（

景

観

重

要

建

造

物

等

の

指

定

の

通

知

等

） 

第

十

四

条 

条

例

第

十

六

条

第

二

項

に

規

定

す

る

通

知

は

、

景

観

重

要

建

造

物

指

定

通

知

書

（

第

十

六

号

様

式

）

又

は

景

観

重

要

樹

木

指

定

通

知

書

（

第

十

七

号

様

式

）

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。 

２ 

法

第

二

十

条

第

三

項

及

び

第

二

十

九

条

第

三

項

に

規

定

す

る

通

知

は

景

観

重

要

建

造

物

等

に

指

定

し

な

い

こ

と

の

通

知

書

（

第

十

八

号

様

式

）

に

よ

る

も

の

と

す

る

。 

（

景

観

重

要

建

造

物

等

の

指

定

の

標

識

） 

第

十

五

条 

条

例

第

十

六

条

第

二

項

に

規

定

す

る

標

識

は

、

防

府

市

景

観

重

要

建

造

物

指

定

標

識

（

第

十

九

号

様

式

）

又

は

防

府

市

景

観

重

要

樹

木

指

定

標

識

（

第

二

十

号

様

式

）

に

よ

る

も

の

と

す

る

。 

２ 

前

項

の

標

識

は

、

道

路

そ

の

他

の

公

共

の

場

か

ら

見

や

す

く

、

か

つ

、

良

好

な

景

観

を

妨

げ

な

い

場

所

に

設

置

す

る

も

の

と

す

る

。 



（

景

観

重

要

建

造

物

等

の

現

状

変

更

の

許

可

申

請

書

） 
第

十

六

条 

省

令

第

九

条

第

一

項

及

び

第

十

四

条

第

一

項

に

規

定

す

る

申

請

書

は

、

景

観

重

要

建

造

物

等

現

状

変

更

許

可

申

請

書

（

第

二

十

一

号

様

式

）

に

よ

る

も

の

と

す

る

。 

（

現

状

変

更

の

許

可

の

通

知

） 

第

十

七

条 

市

長

は

、

法

第

二

十

二

条

第

一

項

又

は

第

三

十

一

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

請

の

あ

っ

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

申

請

に

係

る

行

為

が

当

該

重

要

建

造

物

又

は

景

観

重

要

樹

木

の

良

好

な

景

観

の

保

全

に

支

障

が

な

い

と

認

め

ら

れ

る

と

き

は

、

景

観

重

要

建

造

物

等

現

状

変

更

許

可

書

（

第

二

十

二

号

様

式

）

に

よ

り

通

知

す

る

も

の

と

す

る

。 

２ 

法

第

二

十

二

条

第

二

項

（

法

第

三

十

一

条

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

り

現

状

変

更

の

許

可

を

し

な

い

と

き

は

、

景

観

重

要

建

造

物

等

現

状

変

更

不

許

可

通

知

書

（

第

二

十

三

号

様

式

）

に

よ

り

通

知

す

る

も

の

と

す

る

。 

（

原

状

回

復

命

令

） 

第

十

八

条 

法

第

二

十

三

条

第

一

項

（

法

第

三

十

二

条

第

一

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

る

命

令

は

、

景

観

重

要

建

造

物

等

原

状

回

復

命

令

書

（

第

二

十

四

号

様

式

）

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。 

 

（

景

観

重

要

建

造

物

等

の

管

理

に

関

す

る

命

令

及

び

勧

告

） 

第

十

九

条 

法

第

二

十

六

条

及

び

第

三

十

四

条

に

規

定

す

る

命

令

は

、

景

観

重

要

建

造

物

等

の

管

理

に

関

す

る

命

令

書



（

第

二

十

五

号

様

式

）

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。 
２ 
法

第

二

十

六

条

及

び

第

三

十

四

条

に

規

定

す

る

勧

告

は

、

景

観

重

要

建

造

物

等

の

管

理

に

関

す

る

勧

告

書

（

第

二

十

六

号

様

式

）

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。 

（

景

観

重

要

建

造

等

の

指

定

解

除

の

通

知

） 

第

二

十

条 

条

例

第

二

十

条

第

二

項

に

規

定

す

る

通

知

は

、

景

観

重

要

建

造

物

等

指

定

解

除

通

知

書

（

第

二

十

七

号

様

式

）

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。 

第

四

章 

景

観

審

議

会 

（

景

観

審

議

会

の

組

織

） 

第

二

十

一

条 

条

例

第

二

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

防

府

市

景

観

審

議

会

（

以

下

「

審

議

会

」

と

い

う

。

）

に

会

長

を

置

き

、

同

条

第

二

項

第

一

号

に

掲

げ

る

者

に

つ

き

委

嘱

さ

れ

た

委

員

の

う

ち

か

ら

委

員

の

選

挙

に

よ

り

こ

れ

を

定

め

る

。 

２ 

会

長

の

任

期

は

、

委

員

の

任

期

に

よ

る

。 

３ 

会

長

は

、

会

務

を

総

理

し

、

審

議

会

を

代

表

す

る

。 

４ 

会

長

に

事

故

が

あ

る

と

き

、

又

は

会

長

が

欠

け

た

と

き

は

、

会

長

が

あ

ら

か

じ

め

指

名

す

る

委

員

が

そ

の

職

務

を

代

理

し

、

又

は

そ

の

職

務

を

行

う

。 



（

委

員

の

除

斥

） 
第

二

十

二

条 

委

員

は

、

審

議

会

で

調

査

審

議

す

る

事

項

が

自

己

又

は

三

親

等

内

の

親

族

の

利

害

に

関

係

の

あ

る

場

合

は

、

当

該

議

事

の

議

決

に

加

わ

る

こ

と

が

で

き

な

い

。 

（

会

議

） 

第

二

十

三

条 

審

議

会

の

会

議

（

以

下

単

に

「

会

議

」

と

い

う

。

）

は

、

会

長

が

招

集

し

、

会

議

の

議

長

は

会

長

を

も

っ

て

充

て

る

。

た

だ

し

、

会

長

の

任

期

満

了

後

最

初

に

行

わ

れ

る

会

議

は

、

市

長

が

招

集

す

る

も

の

と

す

る

。 

２ 

会

議

は

、

委

員

の

半

数

以

上

が

出

席

し

な

け

れ

ば

、

開

く

こ

と

が

で

き

な

い

。 

３ 

会

議

の

議

事

は

、

出

席

し

た

委

員

の

過

半

数

で

決

し

、

可

否

同

数

の

と

き

は

、

議

長

の

決

す

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。 

（

代

理

出

席

） 

第

二

十

四

条 

委

員

の

代

理

出

席

は

認

め

な

い

。

た

だ

し

、

条

例

第

二

十

一

条

第

二

項

第

二

号

に

掲

げ

る

者

に

つ

き

任

命

さ

れ

た

委

員

が

や

む

を

得

な

い

事

由

に

よ

り

出

席

で

き

ず

、

か

つ

、

市

長

が

代

理

出

席

を

必

要

と

認

め

る

と

き

に

限

り

、

当

該

委

員

が

委

任

す

る

当

該

行

政

機

関

の

職

員

を

代

理

と

し

て

会

議

に

出

席

さ

せ

、

調

査

審

議

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

意

見

の

聴

取

） 

第

二

十

五

条 

審

議

会

は

、

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

委

員

以

外

の

者

を

会

議

に

出

席

さ

せ

、

意

見

を

聴

く

こ



と

が

で

き

る

。 
（

庶

務

） 

第

二

十

六

条 

審

議

会

の

庶

務

は

、

土

木

都

市

建

設

部

に

お

い

て

処

理

す

る

。 

（

そ

の

他

） 

第

二

十

七

条 

こ

の

章

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

審

議

会

の

運

営

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

会

長

が

会

議

に

諮

っ

て

定

め

る

。 第

五

章 

雑

則 

第

二

十

八

条 

こ

の

規

則

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

必

要

な

事

項

（

審

議

会

の

運

営

に

関

す

る

事

項

を

除

く

。

）

は

、

市

長

が

別

に

定

め

る

。 

附 

則 

 

（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

規

則

は

、

平

成

二

十

五

年

六

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

 

（

防

府

市

都

市

景

観

条

例

施

行

規

則

の

廃

止

） 

２ 

防

府

市

都

市

景

観

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

四

年

防

府

市

規

則

第

二

十

七

号

）

は

、

廃

止

す

る

。 

 

（

会

議

の

招

集

に

関

す

る

特

例

） 



３ 

こ

の

規

則

の

施

行

後

最

初

に

行

わ

れ

る

会

議

は

、

第

二

十

三

条

第

一

項

本

文

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

市

長

が

招

集

す

る

。 


